
 

 

山梨県立笛吹高等学校 いじめ防止基本方針 
２０１９年４月１日 

本校での取り組み 

  本校では、全ての教職員が「いじめは、人として決して許されない行為であり、どの生徒達にも、どの学校

にも起こり得ること」を認識し、生徒の尊厳を守りながら、いじめのない学校づくりに向けて学校組織をあげ

て取り組みます。学校、家庭、地域と一体となって継続性を持ち、未然防止、早期発見、早期対応に取り組ん

で参ります。校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的な取り組みを進め、「いじめを生まない土壌づ

くり」に取り組み、未然防止の活動は教育活動の在り方と密接にかかわっていることを認識し、すべての教職

員が日々実践します。 

いじめ対策の組織 

  いじめ問題への取り組みにあたっては、「いじめを根絶する」という強い意志を持ち、学校全体で組織的な

取り組みを行う必要があります。そのためには、早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土

壌を形成するための「予防的」「開発的」な取り組みを、あらゆる教育活動において展開することが求められ

ます。本校においては、いじめ問題への組織的な取り組みを推進するため、校長が任命した「いじめ対策委員

会」を設置し、そのチームを中心として教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行い

ます。また、組織が有効に機能しているかについて、「拡大いじめ対策委員会」にて点検・評価を行い、生徒

の状況や地域の実態に応じた取り組みを展開します。 

①いじめ対策委員会の構成員 

校長、第一教頭、第二教頭、教務主任、生徒指導主事、保健相談主任、生徒会主任、各学年主任、特別支

援コーディネーター、養護教諭、生徒指導副主任。必要に応じ関係する職員を加える。 

②拡大いじめ対策委員会の構成員 

いじめ対策委員会構成員に学校評議員、さらにスクールカウンセラー等事案に応じて加える。 

いじめ問題への具体的な対策計画 

  本校では、法の定める組織的対応を実践します。窓口を一本化し、学年を中心とした複数人の教員で情報を

共有し対応を検討します。疑わしい事例も含め、全案件に対し組織的に対応します。早期発見、早期対応への

手立ては以下の通りです。 

①いじめ対策委員会の実施計画 

原則、毎月末の金曜日、年間１０回を年間行事予定に設定。緊急性のある案件は即実施。 

②拡大いじめ対策委員会 

原則、年２回、学校評議員会開催時に実施し、計画・点検・評価を行う。また、必要時は、臨時招集にて

瞬時に対応する。 

③いじめアンケートの実施 

年間３回（６月、１０月、２月）実施する。記名方式、保護者認識確認、回答しやすい内容の工夫のため

毎年見直す。内容の如何に問わず、申し出に対しては即、個人面談等内容の確認を行い保護者との連携を図る。 

④いじめ対策に特化した学年会議 

毎月行われる定例の学年会議とは別に、アンケート実施に合わせていじめ問題に特化した学年会議を実施。

情報の共有、対策について検討する。 

⑤その他の対策 

毎週金曜日に校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、特別支援コーディネーターに各学年主任を加え、情

報交換会を実施する。様々な諸問題、生徒の日頃の様子等の情報交換を行い、いじめについての未然防止、早

期発見、早期対応に努める。また、全生徒に所持させている「今、未来手帳」を活用しながら、担任は生徒の

日頃の変化に注意し、積極的な個人面談を行い実態把握に努める。 

  以上、「いじめ防止対策推進法」を踏まえた国の「いじめ防止等のための基本的な方針」、ならびに「山梨

県いじめの防止等のための基本的な方針」のもと、真摯に取り組みます。特定の教職員が抱え込んだり、事実

を隠したりすることなく、報告・連絡・相談を確実に行い、学校全体で組織的に対応します。 


